
 

 

 
2018 年 8 月 22 日 

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区 

各委員会委員長 様 

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区 

地区ガバナー 今井 文彦 

キャビネット幹事 L 関 真一郎 

 
 

 重 要  

各委員会行事に関するお願い 

 

 拝啓 秋暑の候、貴ライオンにおかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。日頃の委員会活動にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、各委員会で行事(セミナー、フォーラム等) を主催しようとする場合におきまして

は、委員長がその行事内容(目的・開催予定日時・場所・規模等)をキャビネット幹事団定例

会(毎週火曜日午後 3 時～)にご出席頂きご説明して頂きますようお願い申し上げます。 

各委員会行事につきましては幹事団定例会において討議させて頂き、ガバナーの承認

後に実施して頂くようになります。なお、幹事団定例会へ出席される場合にはキャビネ

ット事務局長 L 中村安次(090-3213-7770)までご連絡ください。 

 なお、承認が下りました各委員会行事に関しましては、原則として登録料等の行事に

係る収入でその支出を支弁して頂くこととなっております。このため、収支予算及び収

支報告並びに経理事務につきまして次頁のように取り扱わせて頂きたく、ご協力のほど

宜しくお願い申し上げます。                            

敬具 

 

 

 

 



 

 

記 

1. 収支予算書の作成及び提出 

 行事開催を立案された段階で収支予算書を作成し、担当副幹事を経て、キャビネット

までご提出ください。その際、収入予算につきましては、例えば登録料単価に参加予定

登録人数の積算した金額等、具体的な収入見込額を計上してください。支出予算につき

ましては、可能なものはすべて見積書等を添付の上、計上をお願いいたします。 

 

2. 行事開催日における経理について 

① 当日の釣銭や当日現金払いをする支出については、予めキャビネット事務局へお申

し出頂き、仮払を受けてください。この仮払につきましては、原則として１週間以

内にご精算ください。 

 

② 領収書等を用意する必要がある場合には、予めキャビネット事務局へお申し出くだ

さい。(登録料等徴収人数と領収書発行枚数が同数になるようご注意ください) 

 

③ 登録料については、国際大会参加行事を除き、原則として当日徴収としてください。 

行事終了後、キャビネット事務局に「受付名簿」と「登録料」をお届けください。 

キャビネット口座に入金の上、各業者へは請求書にて支払い処理をさせて頂きます。 

（各業者へ請求書をキャビネット事務局へ送付いただけるようご連絡ください） 

 

3. 収支報告書の作成及び提出 

① 行事終了後原則として 1 か月以内に収支報告書を作成し、担当副幹事を経て、キャ 

  ビネットまでご提出ください。 

 

② 行事開催が年間で複数回ある場合においては、その都度収支報告書のご提出をお願 

いいたします。                            

 

以上 


